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１．件名：日本原燃(株)濃縮・埋設事業所加工施設（ウラン濃縮工場）における令和５年

施設管理実施計画（点検計画）の改正内容等についての面談 

 

２．日時：令和５年７月１０日（月）１３時３０分～１４時１０分 

 

３．場所：原子力規制庁２階会議室（ＴＶ会議システムを利用） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門 

寒川首席原子力専門検査官、早川上席原子力専門検査官、 

舘内上席原子力専門検査官、関主任原子力専門検査官、 

千葉主任原子力専門検査官、宮本検査技術専門職 

六ヶ所原子力規制事務所 

 皆川事務所長、山神原子力運転検査官 

青森地域原子力規制総括調整官事務所 

 服部地域原子力規制総括調整官（青森担当） 

日本原燃（株） 

濃縮事業部 ウラン濃縮工場 濃縮保全部 保全管理課長 他５名 

東京支社 技術部 運転管理グループリーダ 他１名 

 

５．要旨 

〇日本原燃（株）（以下「事業者」という。）濃縮・埋設事業所から令和５年４月１７日

に実施した加工施設（ウラン濃縮工場）の定期事業者検査（以下「定事検」という。）

報告（開始時）の面談において、原子力規制庁から指摘した施設管理実施計画の不備

に対する点検計画の改正内容等について、資料に基づき説明があった。 

 今回の不備が確認された点検計画について、記載の不整合箇所を洗い出し、適正化

（誤記を修正、誤記ではない箇所については理由を明記）を行い改正した。 

 今回の不備に対する不適合の原因の特定及び是正措置については、不適合管理の中

で対応していく。 

 今回の記載の不整合があった機器の点検について、実際の期限内に点検が行われて

いない等の不適合はなかった。 

 ウラン濃縮工場の運転再開に向けた点検工程の見直しにより、令和５年度の定事検

の開始日を令和５年５月２２日から５月１６日に変更した。 

 ４月１７日面談時の気付き事項について、定事検計画書の記載の適正化を行った。 

〇原子力規制庁から、以下の内容を伝えた。 

 今回の不適合の是正処置については、原子力規制事務所において水平展開も含め、

保安活動の実施状況の中で継続して確認する。また、定事検報告（開始時）に確認

された案件のため、定事検報告（終了時）に活動状況を記載すること。 
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〇事業者から了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

資料：定期事業者検査の報告（開始時）における点検計画の改正について 

 

以 上 


